
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年９月３０日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第７９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１月１３日 ２０時５０分ごろ 

発生場所 山口県下関市 彦島大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位０７４°６００ｍ付

近（概位 北緯３３°５７.３′ 東経１３０°５４.７′） 

事故等調査の経過  平成２２年５月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十二仁
じん

洋
よう

丸、７５トン  

   １３０４１２、有限会社佐賀水産 

Ｂ 漁船 第十三松栄
しょうえい

丸、７５トン  

   １２６９４３、有限会社松栄水産 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部擦過傷 

Ｂ 左舷船首部凹損、プロペラ翼曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、約４～５ノット（kn）の対地速力

（以下、速力という。）で手動操舵により西進中、Ｂ船は、船長Ｂほか９

人が乗り組み、約４～５kn の速力で手動操舵により東進中、下関市の下関

漁港内において、平成２２年１月１３日２０時５０分ごろ、Ａ船の左舷船

尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

気象・海象  気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮汐 下げ潮の初期 

その他の事項  本事故の発生場所は、幅約１００～１３０ｍの水路で、航行船舶は、右

側を航行している。 

 Ａ船は、右側を航行していたが、右舷前方に係留していた船舶を避ける

ために左転したのち、Ｂ船を認めて急いで右転した。また、Ｂ船は、右側

を航行していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

なし 

なし 

Ａ船は、下関漁港内の狭い水路の右側を西進

中、船長Ａが、右舷前方に係留していた船舶を避

けることに意識を集中していたことから、適切な

見張りを行わずに左へ変針した可能性があると考

えられる。 

Ｂ船は、下関漁港内の狭い水路の右側を東進し

ていたものと考えられる。 

原因 本事故は、下関漁港内において、Ａ船が西進中、Ｂ船が東進中、Ａ船が



適切な見張りを行わずに左に変針したため、両船が衝突したことにより発

生した可能性があると考えられる。 

 




